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習志野市空家等対策協議会 資料５ 

 

 

 

空家等の確知 

現地調査・所有者特定 

空家等対策協議会の意見 

勧告（空家法第 22 条第 2項） 

命令（空家法第 22 条第 3項） 

代執行令書による通知（行政代執行法第 3条第 2項） 

行政代執行（空家法第 22条第 9項） 

助言・指導（空家法第 22条第 1項） 

戒告書による通知（行政代執行法第 3条第 1項） 

・標識の設置及び公示 
・従わない場合、 

50 万円以下の過料 

 

・費用の徴収 

・市民からの情報提供 
・職員パトロール 等 

所有者等への情報提供・助言等の通知・経過観察（空家法第 12条） 

①現地調査にて目視等し、管理の状態が著しく悪いと判断されるもの 
②空家として長年使用されていないもの 
③所有者等への再三の情報提供・助言等を行ったにも関わらず改善が見られず、 
今後も改善が見込められない（対応を拒否、回答なし等）状況が続くもの 

場合 

管理不全空家等の認定・指導（空家法第 13条第 1項） 

課税部署へ通知 
※住宅用地特例除外 

特定空家等にならないよう継続指導 

特定空家等候補の判定 管理不全空家等の判定 

管理不全空家等及び特定空家等判定表による調査 
立入調査（空家法第 9条第 2項による立ち入り検査） 

勧告（空家法第 13 条第 2項） 

特定空家等判定委員会の意見 

特定空家等の認定 

特定空家等及び管理不全空家等への対応の流れ 

対
象
外
の
場
合 

財
産
管
理
人
制
度
の
活
用
を
検
討 

(

空
家
法
第
14
条
各
号) 

相続放棄・所有者等が不明の場合 
所有者等からの意見聴取（空家法第 22条第 4～8項） 

略式代執行 
（空家法第 22 条第 10 項） 

必
要
に
応
じ
協
議 

必
要
に
応
じ
協
議 

緊急代執行 
（空家法第 22 条第 11 項） 

災害等により緊急措置が必要な場合 


